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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第114期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については中間純損失のため記載しておりませ

ん。 

３ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内に年間平均人員（８時間換算）を外数で記載しておりま

す。 

４ 第114期中の中間純損失は固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものでありま

す。 

回次 第112期中 第113期中 第114期中 第112期 第113期 

会計期間 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成15年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 33,955 30,290 22,371 75,507 52,404 

経常利益又は経常損失（△）

（百万円） 
△287 403 1,482 553 1,271 

中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）（百万円） 
8 860 △1,936 685 1,415 

純資産額（百万円） 4,702 6,331 5,115 5,625 7,000 

総資産額（百万円） 108,999 34,148 29,736 91,683 32,837 

１株当たり純資産額（円） △96.61 △64.18 △58.82 △68.76 △47.80 

１株当たり中間（当期）純利

益又は１株当たり中間純損失

（△）円） 

0.06 5.59 △11.32 5.11 9.12 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
0.02 2.03 ― 1.69 3.47 

自己資本比率（％） 4.3 18.5 17.2 6.1 21.3 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△1,237 1,445 180 2,833 1,889 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
1,608 2,185 113 8,708 3,676 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△2,898 △5,531 △644 △16,865 △7,170 

現金及び現金同等物の中間 

期末（期末）残高（百万円） 
5,453 755 702 2,656 1,052 

従業員数（名） 
755 

(848) 

286 

(32) 

254 

(28) 

657 

(802) 

273 

(31) 



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間（当期）純損失」及び「潜

在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を

省略しております。 

３ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内に年間平均人員（８時間換算）を外数で記載しておりま

す。 

４ 第114期中の中間純損失は固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものでありま

す。 

回次 第112期中 第113期中 第114期中 第112期 第113期 

会計期間 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成15年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 16,951 16,860 20,365 34,445 36,640 

経常利益又は経常損失（△）

（百万円） 
△212 483 1,542 58 1,357 

中間（当期）純利益または中

間純損失（百万円） 
107 749 △2,014 451 1,342 

資本金（百万円） 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 

発行済株式総数（株）           

普通株式 132,544,531 154,017,030 171,196,195 154,017,030 171,196,195 

第一回第一種優先株式 7,140,000 3,459,000 514,000 3,459,000 514,000 

第一回第二種優先株式 7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000 

第一回第三種優先株式 35,714,000 35,714,000 35,714,000 35,714,000 35,714,000 

純資産額（百万円） 5,786 7,012 5,752 6,374 7,716 

総資産額（百万円） 46,877 30,576 27,232 33,242 29,649 

１株当たり中間（年間） 

配当額（円） 
― ― ― ― ― 

自己資本比率（％） 12.3 22.9 21.1 19.2 26.0 

従業員数（名） 
167 

(25) 

117 

(24) 

102 

(20) 

120 

(15) 

113 

(25) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、事業再編の一環として新素材事業部

門の焼結システム事業並びに加工材料事業を分社（平成17年８月１日付）するとともに株式の一部を双日株式会社に

譲渡（平成17年８月19日付）いたしました結果、関連会社（持分法適用会社関係会社）が１社増加しました。 

 この結果、平成17年９月30日現在では、当社グループは、当社、子会社８社（うち連結子会社８社）及び関連会社

４社（うち持分法適用会社４社）によって構成されております。 

  なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５ 経

理の状況 １．中間連結財務諸表等 (1）中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであり

ます。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間（平成17年８月）において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

（注）  従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内に年間平均人員（８時間換算）を外数 

       で記載しております。 

(2) 提出会社の状況 

（注）１ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内に年間平均人員（８時間換算）を外数 

     で記載しております。 

(3) 労働組合の状況 

・提出会社 

労働組合はありません。 

・連結会社 

労働組合はありません。 

名称 住所 
資本金又
は出資金 
（百万円）

主要な事業の内容 

議決権
の所有
割合
（％） 

関係内容 

（持分法適用の関連会社）      

ＳＰＳシンテックス株式会社 
神奈川県

川崎市  
80 

焼結システム事業、

加工材料事業 
40.0 

ロイヤリティの収受 

事務所の賃貸 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

石炭事業部門  12 (1) 

新素材事業部門 18 (5) 

採石事業部門 60 (9) 

建材・機材事業部門 25 (3) 

その他の部門 115 (7) 

全社 24 (3) 

合計 254(28) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 102（20）  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間連結会計期間における我が国の経済は、原油をはじめとする原料価格の高止まりに加え、前半においては

輸出の鈍化や在庫調整など景気の減速傾向がみられたものの、旺盛な民間設備投資や個人消費の底堅さなどに支え

られ全般的に堅調に推移しました。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましても、昨年度の石炭需給タイト化による需要家の前倒し発注の反

動、情報技術（ＩＴ）関連製品の在庫調整の遅れや公共工事の着工ずれ込みなど、前半はややもたついたものの全

般としては概ね順調に推移しました。 

 このような経済環境の下、当社グループでは、各事業の状況に応じメリハリの効いた業務運営を行うとともに、

収益構造の改善と財務の健全化のための取り組みを推進してまいりました。また事業再編の一環として８月に焼結

システム事業並びに加工材料事業を分社するとともに株式の一部を双日株式会社に譲渡いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は223億７千１百万円となり、前年同期に比べ79億１千９百万円の減収

となりました。減収の主な要因は前上期末に連結子会社６社の経営を譲渡したことによるものです。（連結除外し

た子会社の前年同期の売上高の単純合計額は117億１千９百万円） 

 収益面では、営業利益は上記のほか販売のずれ込みなどの要因から２億９千５百万円（前年同期比２億９千６百

万円減少）にとどまったものの、有利子負債圧縮による金融収支の改善及び豪州炭鉱会社（ワンボ社）からの配当

収入の増加が寄与し、経常利益は14億８千２百万円（前年同期比10億７千９百万円増加）となりました。 

 一方、減損会計の適用に伴い、炭鉱跡地ほか遊休地等につき合計31億１千万円の損失（特別損失・減損損失41億

３千６百万円、法人税等調整額（再評価に係る繰延税金負債取崩額)10億２千６百万円）を計上したことなどによ

り、中間純損失は19億３千６百万円（前年同期比27億９千６百万円悪化）となりました。 

 事業部門別に見ると、石炭事業部門では、販売数量はほぼ前年同期並み(前年同期比１.５％減少)でしたが、石

炭価格の上昇により売上高は113億３千９百万円（前年同期比23億３千７百万円増加）、営業利益は３億３千５百

万円（前年同期比２千１百万円減少）となりました。 

 新素材事業部門では、情報技術（ＩＴ）関連製品の在庫調整の遅れなどにより主力の工業用人工ダイヤモンドの

販売が伸び悩んだほか、焼結システム事業並びに加工材料事業を分社した影響もあり、売上高は４億７千４百万円

（前年同期比１億３千８百万円減少）、営業利益は１億７百万円（前年同期比１千４百万円減少）となりました。

 採石事業部門では、公共工事の発注遅れの影響もあり売上高は８億１千８百万円（前年同期比２千８百万円減

少）とほぼ前年同期並みにとどまりましたが、製造コストの削減等が寄与し営業利益は９千３百万円（前年同期比

３千２百万円増加）となりました。 

 建材・機材事業部門では、売上高は80億４千５百万円（前年同期比13億３千６百万円増加）となりましたが、競

争激化による利益率の低下から営業利益は４千８百万円（前年同期比３千４百万円減少）となりました。 

 その他の部門では、前上期に一部関連会社の経営を譲渡したことに伴い、売上高は16億９千４百万円（前年同期

比114億２千３百万円減少）、営業利益は４百万円（前年同期比３億円減少）となりました。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、経常利益が14億８千２百万円と増加する一方、た

な卸資産の増加など一時的な資金需要により１億８千万円の収入（前年同期比12億６千５百万円減少）にとどまり

ました。                   

 投資活動によるキャッシュ・フローは、資産売却等により１億１千３百万円の収入（前年同期比20億７千２百万

円減少）となりました。         

 財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮を進めたことにより６億４千４百万円の支出（前年同

期比48億８千７百万円支出の減少）となりました。             

 この結果、現金及び現金同等物は当期首に比べ３億５千万円減少し、７億２百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計

期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売原価であり、セグメント間取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出国又は

地域別の輸出割合については、その割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、次のとおりであ

ります。 

(注）前中間連結会計期間については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

新素材事業部門 146 124.8 

採石事業部門 459 94.3 

その他の部門 － － 

合計 606 49.1 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高 
(百万円) 

前年同期比 
(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年同期比 
(％) 

その他の部門 1,024 33.2 461 102.9 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

石炭事業部門 11,339 126.0 

新素材事業部門 474 77.5 

採石事業部門 818 96.7 

建材・機材事業部門 8,045 119.9 

その他の部門 1,694 12.9 

合計 22,371 73.9 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％） 

株式会社熊谷組 － － 3,513 15.7 



３【対処すべき課題】 

 当社グループは、経営の重点を量から質へ転換し、重点事業へ経営資源を集中すべく事業再編諸施策を実施してお

ります。また、事業環境の急激な変化にあっても、安定的な成長を続けるべく、総資産の圧縮と有利子負債の削減を

図るなど、財務体質の強化に取り組んでおります。 

今般、事業再編の一環として焼結システム事業並びに加工材料事業を分社（平成17年８月１日付）するとともに株式

の一部を双日株式会社に譲渡（平成17年８月19日付）しましたが、この合弁化により同事業の一層の発展を図るとと

もに、主力事業に経営資源を集中し更なる収益力の向上に注力してまいります。 

 各事業についての、事業収益力の向上に向けた取り組みは次のとおりであります。 

 石炭事業については、中長期的に見て、エネルギー産業としての重要性は増しており、今後はさらに経営資源を重

点配分して、業容拡大を推進します。豪州炭をはじめ、中国炭、インドネシア炭、ロシア炭など引き続き供給ソース

の多様化を推し進めており、また物流中継基地の整備拡充など、市況、顧客のニーズにスピーディーに対応すること

により、競争力を維持し収益基盤の強化を図ります。 

 新素材事業については、情報技術（ＩＴ）業界特有の顧客のニーズの変化に素早く対応する確かな技術力と提案力

をベースに収益力の強化に努めるとともに、大学や装置メーカーなどとの共同研究による新市場の開拓を推進します

 採石事業については、徹底したコスト削減と品質管理により競争力の向上を図ります。 

 建材・機材事業については、採算性の高い商品に注力するとともに、選別受注を進めて、効率営業に努めてまいり

ます。 

 当社グループといたしましては、経営資源の再配分など経営効率化を推進し、収益力の改善策を推し進めること

で、強固な経営基盤の構築を図ってまいる所存です。 

４【経営上の重要な契約等】 

 会社分割に伴う株式譲渡契約 

 当社は、平成17年７月15日の取締役会において当社新素材事業の焼結システム事業並びに加工材料事業を平成

17年８月１日付にて新設分割（簡易分割）し、同19日付で分割会社の株式の60％を双日株式会社に譲渡すること

を決議し、実施いたしました。 

５【研究開発活動】 

  当中間連結会計期間における試験研究費の総額は９百万円であり、主な研究開発として次のものがあります。 

（衝撃圧縮ダイヤモンド合成法の応用研究） 

衝撃圧縮（ショックコンパクション）法により製造される多結晶ダイヤモンド粒子は、ナノメーターレベルの

平滑研磨が可能なことから、次世代半導体の加工工程への応用が期待されております。当社では、製造方法の改

良研究とともに、周辺技術である精密研磨・研削・分級分野での応用研究を進めております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、会社分割を行っております。それに伴い減少した当社の主要な設備は、次のとおり

であります。 

(1）提出会社 

 （注）１ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

２ その他の有形固定資産は、工具器具備品であります。 

３ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内に外数で記載しております。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(１)重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

(２)重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
（セグメント） 

設備の種類別の帳簿価額 

従業員数 
（名） 

建物及び 
構築物 
（百万円） 

機械装置 
及び運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（㎡） 

その他 
  

（百万円） 

合計 
  

（百万円） 

 新素材事業部 

 (北海道赤平市ほか） 

 焼結、加工材料生産設備 

 （新素材事業） 
1 125 

― 

(―)
1 128 

12 

(4) 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 当社定款第５条において次のとおり規定しております。 

 当会社の発行する株式の総数は、723,528,000株とし、このうち680,160,000株は普通株式、514,000株は第一

種優先株式、7,140,000株は第二種優先株式、35,714,000株は第三種優先株式とする。但し、株式の消却が行わ

れた場合、又は優先株式につき普通株式への転換が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。 

②【発行済株式】 

 （注）１ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

 （注）２ 第一回第一種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１ 優先利益配当金 

(1) 優先株式配当金 

第115期事業年度までの各事業年度  １株につき７円 

第116期事業年度以降の各事業年度  １株につき14円 

 第一回第一種優先株式を有する株主（以下「第一回第一種優先株主」という。）又は第一回第一種優先

株式の登録質権者（以下「第一回第一種優先登録質権者」という。）に対しては、普通株式を有する株主

（以下「普通株主」という。）、普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）、第一回第

三種優先株式を有する株主（以下「第一回第三種優先株主」という。）及び第一回第三種優先株式の登録

質権者（以下「第一回第三種優先登録質権者」という。）に先立ち、かつ第一回第二種優先株式を有する

株主（以下「第一回第二種優先株主」という。）及び第一回第二種優先株式の登録質権者（以下「第一回

第二種優先登録質権者」という。）と同順位にて、第一回第一種優先株式配当金を支払う。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 680,160,000 

第一回第一種優先株式 514,000 

第一回第二種優先株式 7,140,000 

第一回第三種優先株式 35,714,000 

計 723,528,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成17年９月30日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（平成17年12月15日）

上場証券取引所名
又は 

登録証券業協会名 
内容 

普通株式 171,196,195 171,196,195 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

（注）１ 

第一回第一種優先株式 514,000 514,000 ― （注）２ 

第一回第二種優先株式 7,140,000 7,140,000 ― （注）３ 

第一回第三種優先株式 35,714,000 35,714,000 ― （注）４ 

計 214,564,195 214,564,195 ― ― 



(2) 非累積型 

 ある事業年度において第一回第一種優先株主又は第一回第一種優先登録質権者（以下「本優先株主等」

という。）に対して支払う利益配当金の額が第一回第一種優先株式配当金の額に達しない場合、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。 

(3) 非参加型 

本優先株主等に対しては、第一回第一種優先株式配当金を超えて配当は行わない。 

２ 残余財産の分配 

 当社が残余財産を分配するときは、本優先株主等に対し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち第一回第

一種優先株式１株につき350円を支払う。第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式及び第一回第三種

優先株式の残余財産の支払順位は同順位とする。上記に定めるほか、本優先株主等に対しては残余財産の分

配は行わない。 

３ 株式の分割又は併合、新株引受権等の付与 

 当社は、法令に定める場合を除き、第一回第一種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社

は、本優先株主等には、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

４ 買受 

 当社は、普通株式、第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式又は第一回第三種優先株式のうち、い

ずれか一つのみ、二つのみもしくは三つのみ、又は全ての種類につき、その全部又は一部の買受けを行うこ

とができる。 

５ 消却 

 当社は、取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式

又は第一回第三種優先株式のうち、いずれか一つのみ、二つのみもしくは三つのみ、又は全ての種類につ

き、その全部又は一部の消却を行うことができる。 

６ 議決権 

第一回第一種優先株主は、法令に定める場合を除き、当社株主総会において議決権を有しない。 

７ 転換予約権 

(1) 転換を請求し得べき期間 

 第111期事業年度から第115期事業年度までの各事業年度の末日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行

営業日）及び平成19年９月12日から平成24年８月９日までとする。 

(2) 転換の条件 

第一回第一種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。 

① 当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり60円とする。 

② 転換価額の調整 

(A) 第一回第一種優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算

式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。なお、次の算式において「既発行普通株式

数」とは、当社の発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係る自己株式数を除く。）をいう。 

(a) 下記②(C)で規定する転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行

又は処分する場合、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当

日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件として

その部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可

能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とす

る場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降、これを適用する。 

        
既発行普通
株式数 ＋ 

新規発行・処分普通
株式数 

× 
１株当たり
払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
１株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 



(c) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券、又は転

換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合、調整後の転換価額は、その発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の金額が転換又

は全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以降

これを適用する。 

(B) 前記②(A)に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により転換価額の調整を

必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。 

(C) 転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記②

(A)(b)ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券

取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(D) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換

価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普

通株式数とする。 

(E) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。 

(F) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生

し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整中の転換前転換価額に代えて調整前転換価額からこ

の差額を差し引いた額を使用する。 

③ 転換により発行すべき普通株式数 

第一回第一種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

８ 強制転換条項 

 平成24年８月９日までに転換請求がなかった第一回第一種優先株式は、商法第222条ノ９の規定による転

換の効力発生日において、第一回第一種優先株式１株の払込金相当額を平成24年８月９日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の

計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合当該平均値が52円を下

回るときは、第一回第一種優先株式１株の払込金相当額を52円で除して得られる数の普通株式となる。ま

た、当該平均値が120円を上回るときは、第一回第一種優先株式１株の払込金相当額を120円で除して得られ

る数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たっては、小数第３位まで算出し、その小数第３位を

四捨五入した上で、１株に満たない端数が生じたときは、商法第220条に定める方法によりこれを取り扱

う。 

９ 転換予約権の行使又は強制転換があった場合の取り扱い 

 第一回第一種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、７ に定める転換

予約権の行使又は８ に定める強制転換がなされた時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものと

みなしてこれを支払う。 

10 配当起算日 

第一回第一種優先株式に対する配当起算日は平成14年４月１日とする。 

11 上記各項については、各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。 

  転換により発行すべき普通株式数 ＝ 
優先株主が転換請求のために
提出した第一回第一種優先株
式の発行価額総額 

÷ 転換価額 



 （注）３ 第一回第二種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１ 優先利益配当金 

(1) 優先株式配当金 

第115期事業年度までの各事業年度  １株につき７円 

第116期事業年度以降の各事業年度  １株につき14円 

 第一回第二種優先株主又は第一回第二種優先登録質権者（以下「本優先株主等」という。）に対して

は、普通株主、普通登録質権者、第一回第三種優先株主及び第一回第三種優先登録質権者に先立ち、かつ

第一回第一種優先株主及び第一回第一種優先登録質権者と同順位にて、第一回第二種優先株式配当金を支

払う。 

(2) 非累積型 

 ある事業年度において本優先株主等に対して支払う利益配当金の額が第一回第二種優先株式配当金の額

に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

(3) 非参加型 

本優先株主等に対しては、第一回第二種優先株式配当金を超えて配当は行わない。 

２ 残余財産の分配 

 当社が残余財産を分配するときは、本優先株主等に対し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち第一回第

二種優先株式１株につき350円を支払う。第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式及び第一回第三種

優先株式の残余財産の支払順位は同順位とする。上記に定めるほか、本優先株主等に対しては残余財産の分

配は行わない。 

３ 株式の分割又は併合、新株引受権等の付与 

 当社は、法令に定める場合を除き、第一回第二種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社

は、本優先株主等には、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

４ 買受 

 当社は、普通株式、第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式又は第一回第三種優先株式のうち、い

ずれか一つのみ、二つのみもしくは三つのみ、又は全ての種類につき、その全部又は一部の買受けを行うこ

とができる。 

５ 消却 

 当社は、取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式

又は第一回第三種優先株式のうち、いずれか一つのみ、二つのみもしくは三つのみ、又は全ての種類につ

き、その全部又は一部の消却を行うことができる。 

６ 議決権 

第一回第二種優先株主は、法令に定める場合を除き、当社株主総会において議決権を有しない。 

７ 転換予約権 

(1) 転換を請求し得べき期間 

 第111期事業年度から第115期事業年度までの各事業年度の末日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行

営業日）及び平成19年９月12日から平成44年８月９日までとする。 

(2) 転換の条件 

第一回第二種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。 

① 当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり60円とする。 

② 転換価額の調整 

(A) 第一回第二種優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算

式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。なお、次の算式において「既発行普通株式

数」とは、当社の発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係る自己株式数を除く。）をいう。 

        
既発行普通
株式数 ＋ 

新規発行・処分普通
株式数 

× 
１株当たり
払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
１株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 



(a) 下記②(C)で規定する転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行

又は処分する場合、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当

日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件として

その部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可

能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とす

る場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降、これを適用する。 

(c) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券、又は転

換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合、調整後の転換価額は、その発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の金額が転換又

は全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以降

これを適用する。 

(B) 前記②(A)に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により転換価額の調整を

必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。 

(C) 転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記②

(A)(b)ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券

取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値(終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(D) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換

価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普

通株式数とする。 

(E) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。 

(F) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生

し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整中の転換前転換価額に代えて調整前転換価額からこ

の差額を差し引いた額を使用する。 

③ 転換により発行すべき普通株式数 

第一回第二種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

８ 強制転換条項 

 平成44年８月９日までに転換請求がなかった第一回第二種優先株式は、商法第222条ノ９の規定による転

換の効力発生日において、第一回第二種優先株式１株の払込金相当額を平成44年８月９日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の

計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合当該平均値が52円を下

回るときは、第一回第二種優先株式１株の払込金相当額を52円で除して得られる数の普通株式となる。ま

た、当該平均値が120円を上回るときは、第一回第二種優先株式１株の払込金相当額を120円で除して得られ

る数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たっては、小数第３位まで算出し、その小数第３位を

四捨五入した上で、１株に満たない端数が生じたときは、商法第220条に定める方法によりこれを取り扱

う。 

  転換により発行すべき普通株式数 ＝ 

優先株主が転換請求のために
提出した第一回第二種優先株
式の発行価額総額 

÷ 転換価額 



９ 転換予約権の行使又は強制転換があった場合の取り扱い 

 第一回第二種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、７ に定める転換

予約権の行使又は８ に定める強制転換がなされた時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものと

みなしてこれを支払う。 

10 配当起算日 

第一回第二種優先株式に対する配当起算日は平成14年４月１日とする。 

11 上記各項については、各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。 

 （注）４ 第一回第三種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１ 優先利益配当金 

(1) 優先株式配当金 

第115期事業年度までの各事業年度  １株につき７円 

第116期事業年度以降の各事業年度  １株につき14円 

 第一回第三種優先株主又は第一回第三種優先登録質権者（以下「本優先株主等」という。）に対して

は、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第一回第一種優先株主、第一回第一種優先登録質権者、

第一回第二種優先株主及び第一回第二種優先登録質権者に劣後して、第一回第三種優先株式配当金を支払

う。 

(2) 非累積型 

 ある事業年度において本優先株主等に対して支払う利益配当金の額が第一回第三種優先株式配当金の額

に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

(3) 非参加型 

本優先株主等に対しては、第一回第三種優先株式配当金を超えて配当は行わない。 

２ 残余財産の分配 

 当社が残余財産を分配するときは、本優先株主等に対し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち第一回第

三種優先株式１株につき350円を支払う。第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式及び第一回第三種

優先株式の残余財産の支払順位は同順位とする。上記に定めるほか、本優先株主等に対しては残余財産の分

配は行わない。 

３ 株式の分割又は併合、新株引受権等の付与 

 当社は、法令に定める場合を除き、第一回第三種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社

は、本優先株主等には、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

４ 買受 

 当社は、普通株式、第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式又は第一回第三種優先株式のうち、い

ずれか一つのみ、二つのみもしくは三つのみ、又は全ての種類につき、その全部又は一部の買受けを行うこ

とができる。 

５ 消却 

 当社は、取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第一回第一種優先株式、第一回第二種優先株式

又は第一回第三種優先株式のうち、いずれか一つのみ、二つのみもしくは三つのみ、又は全ての種類につ

き、その全部又は一部の消却を行うことができる。 

６ 議決権 

第一回第三種優先株主は、法令に定める場合を除き、当社株主総会において議決権を有しない。 

７ 転換予約権 

(1) 転換を請求し得べき期間 

平成19年９月12日から平成44年８月９日までとする。 

(2) 転換の条件 

第一回第三種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。 

① 当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり60円とする。 



② 転換価額の修正 

 転換価額は、平成20年10月１日以降平成43年10月１日までの毎年10月１日（以下「転換価額修正日」

という。）に、当該転換価額修正日時価（以下に定義される。）に修正されるものとする。ただし、当

該時価が52円（以下「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とす

る。また、当該時価が120円（以下「上限転換価額」という。）を上回るときは、修正後転換価額は上

限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、下記③により調整された場合には、上

限転換価額及び下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記において、「当該転換価額

修正日時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を

除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。 

③ 転換価額の調整 

(A) 第一回第三種優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算

式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。なお、次の算式において「既発行普通株式

数」とは、当社の発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係る自己株式数を除く。）をいう。 

(a) 下記③(C)で規定する転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行

又は処分する場合、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当

日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件として

その部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可

能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とす

る場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降、これを適用する。 

(c) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券、又は転

換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合、調整後の転換価額は、その発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の金額が転換又

は全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以降

これを適用する。 

(B) 前記③(A)に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により転換価額の調整を

必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。 

(C) 転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記③

(A)(b)ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券

取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(D) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換

価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普

通株式数とする。 

(E) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。 

(F) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生

し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整中の転換前転換価額に代えて調整前転換価額からこ

の差額を差し引いた額を使用する。 

        
既発行普通
株式数 ＋ 

新規発行・処分普通
株式数 

× 
１株当たり
払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
１株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 



④ 転換により発行すべき普通株式数 

第一回第三種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

８ 強制転換条項 

 平成44年８月９日までに転換請求がなかった第一回第三種優先株式は、商法第222条ノ９の規定による転

換の効力発生日において、第一回第三種優先株式１株の払込金相当額を平成44年８月９日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の

計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合当該平均値が52円を下

回るときは、第一回第三種優先株式１株の払込金相当額を52円で除して得られる数の普通株式となる。ま

た、当該平均値が120円を上回るときは、第一回第三種優先株式１株の払込金相当額を120円で除して得られ

る数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たっては、小数第３位まで算出し、その小数第３位を

四捨五入した上で、１株に満たない端数が生じたときは、商法第220条に定める方法によりこれを取り扱

う。 

９ 転換予約権の行使又は強制転換があった場合の取り扱い 

 第一回第三種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、７ に定める転換

予約権の行使又は８ に定める強制転換がなされた時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものと

みなしてこれを支払う。 

10 配当起算日 

第一回第三種優先株式に対する配当起算日は平成14年４月１日とする。 

11 上記各項については、各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  転換により発行すべき普通株式数 ＝ 
優先株主が転換請求のために
提出した第一回第三種優先株
式の発行価額総額 

÷ 転換価額 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

① 普通株式 

（注） 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が118,875千株あります。 

  

② 第一回第一種優先株式 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
  
（百万円） 

資本金残高 
  

（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成17年４月１日～ 

平成17年９月30日 
― 214,564,195 ― 9,248 ― ― 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合
（％） 

銀泉株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目６－12 21,805 12.74 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 6,618 3.87 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 6,400 3.74 

株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号 5,548 3.24 

三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋４丁目５－15 4,279 2.50 

株式会社日本総合研究所 東京都千代田区一番町16番 4,179 2.44 

株式会社クオーク 大阪府大阪市西区南堀江１丁目２－13 4,115 2.40 

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７－１ 3,274 1.91 

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目４－１ 2,847 1.66 

モルガン・スタンレーアンドカ

ンパニーインク 

1585 BROADWAY NEW YORK , NEW YORK 

10036 , U.S.A． 
2,563 1.50 

計 ― 61,632 36.00 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合
（％） 

株式会社関西アーバン銀行 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目２－４ 514 100.00 

計 ― 514 100.00 



③ 第一回第二種優先株式 

④ 第一回第三種優先株式 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,500株含まれておりま

す。なお、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数17個は「議決権の数」欄には含まれておりません。 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 7,140 100.00 

計 ― 7,140 100.00 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 35,714 100.00 

計 ― 35,714 100.00 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 

第一種優先株式       514,000 

第二種優先株式   7,140,000 

第三種優先株式    35,714,000 

― 
「１(1)②発行済株式」の 

記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式           28,000 
― 

権利内容に何ら限定のない 

当社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式        171,026,500 342,036 同上 

単元未満株式 普通株式          141,695 ― 同上 

発行済株式総数 

普通株式       171,196,195 

第一種優先株式       514,000 

第二種優先株式   7,140,000 

第三種優先株式    35,714,000 

― ― 

総株主の議決権 ― 342,036 ― 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数
（株） 

他人名義 
所有株式数
（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
 の割合（％） 

（自己保有株式） 

住友石炭鉱業株式会社 

東京都港区新橋 

六丁目16番12号 
28,000 ― 28,000 0.01 

計 ― 28,000 ― 28,000 0.01 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 166 150 138 129 152 169 

最低（円） 131 121 124 125 125 142 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について新日本監査法人の中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 金額（百万円） 

構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

資産の部               

Ⅰ 流動資産               

現金及び預金 ※２ 1,925   737   1,088   

受取手形及び売掛金   4,463   5,696   4,922   

たな卸資産   4,257   4,240   3,918   

その他の流動資産   347   1,051   258   

貸倒引当金   △96   △124   △119   

流動資産合計   10,898 31.9 11,601 39.0 10,069 30.6 

Ⅱ 固定資産               

有形固定資産 ※１             

建物及び構築物 ※２ 1,741   1,480   1,687   

機械装置及び運搬具 ※２ 923   632   854   

土地 ※２ 13,800   9,531   13,659   

建設仮勘定   ―   0   ―   

その他の有形固定資産 ※２ 54   31   42   

有形固定資産合計   16,519 48.4 11,675 39.3 16,244 49.5 

無形固定資産   1,148 3.4 1,054 3.5 1,101 3.4 

投資その他の資産               

投資有価証券   4,873   4,990   4,839   

長期貸付金   247   84   139   

繰延税金資産   125   20   125   

その他の投資その他の資産   941   908   886   

貸倒引当金   △606   △598   △568   

投資その他の資産合計   5,581 16.3 5,404 18.2 5,422 16.5 

固定資産合計   23,249 68.1 18,134 61.0 22,768 69.4 

資産合計   34,148 100.0 29,736 100.0 32,837 100.0 

                

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 金額（百万円） 

構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

負債の部               

Ⅰ 流動負債               

支払手形及び買掛金   5,191   5,923   5,462   

短期借入金 ※２ 7,367   6,381   5,890   

一年以内に返済予定の長期借
入金 

※２ 1,566   1,795   1,811   

未払費用   177   152   194   

未払法人税等   23   31   41   

事業構造変革損失引当金   236   22   182   

引当金   92   66   103   

その他の流動負債   2,260   2,326   2,128   

流動負債合計   16,915 49.6 16,698 56.1 15,815 48.2 

Ⅱ 固定負債               

長期借入金 ※２ 7,515   6,031   6,997   

再評価に係る繰延税金負債   1,631   447   1,579   

長期預り金   677   324   322   

退職給付引当金   511   444   480   

その他の固定負債   488   593   562   

固定負債合計   10,824 31.7 7,841 26.4 9,942 30.3 

負債合計   27,740 81.3 24,540 82.5 25,757 78.5 

少数株主持分               

少数株主持分   76 0.2 80 0.3 79 0.2 

資本の部               

Ⅰ 資本金   9,248 27.1 9,248 31.1 9,248 28.2 

Ⅱ 利益剰余金   △6,004 △17.6 △5,623 △18.9 △5,370 △16.4 

Ⅲ 土地再評価差額金   2,410 7.0 647 2.2 2,331 7.0 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   693 2.0 859 2.9 807 2.5 

Ⅴ 自己株式   △16 △0.0 △17 △0.1 △17 △0.0 

資本合計   6,331 18.5 5,115 17.2 7,000 21.3 

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

  34,148 100.0 29,736 100.0 32,837 100.0 

                



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     30,290 100.0 22,371 100.0   52,404 100.0 

Ⅱ 売上原価     26,585 87.8 20,827 93.1   46,829 89.4

売上総利益     3,704 12.2 1,544 6.9   5,575 10.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   3,113 10.3 1,249 5.6   4,553 8.7

営業利益     591 2.0 295 1.3   1,022 2.0

Ⅳ 営業外収益          

受取利息   14  2 20   

受取配当金   298  1,370 986   

持分法による投資利益   13  20 7   

その他の営業外収益   122 449 1.5 113 1,506 6.7 216 1,230 2.3

Ⅴ 営業外費用          

支払利息   449  157 627   

その他の営業外費用   188 638 2.1 162 319 1.4 353 980 1.9

経常利益     403 1.3 1,482 6.6   1,271 2.4

Ⅵ 特別利益          

固定資産売却益   4  30 25   

投資有価証券売却益 ※２ 336  ― 337   

貸倒引当金戻入益   63  ― 43   

前期損益修正益   32  0 32   

事業譲渡益 ※３ 377  ― 377   

その他の特別利益   6 821 2.7 11 42 0.2 18 835 1.6

          

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失          

前期損益修正損 ※４ 20  0 20   

固定資産売・除却損   77  42 124   

減損損失 ※５ ―  4,136 ―   

投資有価証券売却損 ※６ ―  ― 12   

投資有価証券評価損 ※７ 1  ― 17   

たな卸資産評価損 ※８ ―  ― 181   

事業構造変革損失 ※９ 137  ― 133   

会社分割関連損失 ※10 ―  84 ―   

その他の特別損失   16 252 0.8 12 4,275 19.1 32 521 1.0

税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等
調整前中間純損失
（△） 

    971 3.2 △2,750 △12.3   1,586 3.0

法人税、住民税及び 
事業税 

  61  213 170   

法人税等調整額   49 110 0.4 △1,028 △815 △3.6 △3 167 0.3

少数株主利益     0 0.0 1 0.0   2 0.0

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△） 

    860 2.8 △1,936 △8.7   1,415 2.7

          



③【中間連結剰余金計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

(利益剰余金の部)               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △7,628   △5,370   △7,628 

Ⅱ 利益剰余金増加高               

土地再評価差額金取崩額   762   1,684   841   

中間（当期）純利益又は中間

純損失（△） 
  860 1,623 △1,936 △252 1,415 2,257 

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末)残高     △6,004   △5,623   △5,370 

                



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

区分 
注記 

番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間（当期）純利益     

又は税金等調整前中間純損失（△） 
  971 △2,750 1,586 

減価償却費   612 155 779 

減損損失   ― 4,136 ― 

連結調整勘定償却額   32 32 65 

貸倒引当金の増加額・減少額   △557 35 △552 

退職給付引当金の減少額   △39 △35 △71 

受取利息及び受取配当金   △313 △1,372 △1,006 

支払利息   449 157 627 

持分法による投資損益   △13 △20 △7 

固定資産売却益   △4 △30 △25 

投資有価証券売却益   △336 ― △337 

事業譲渡益   △377 ― △377 

固定資産売・除却損   77 42 124 

投資有価証券売却損   0 ― 12 

投資有価証券評価損   1 ― 17 

会社分割関連損失   ― 84 ― 

事業構造変革損失   71 ― 71 

売上債権の増加額・減少額   3,552 △469 2,835 

たな卸資産の増加額   △1,513 △427 △1,173 

仕入債務の増加額・減少額   △1,365 512 △1,094 

その他   452 △862 246 

小計   1,699 △812 1,720 

利息及び配当金の受取額   333 1,388 1,027 

利息の支払額   △313 △154 △476 

法人税等の支払額   △203 △225 △308 

その他   △69 △14 △73 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,445 180 1,889 

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

区分 
注記 

番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △196 △218 △321 

有形固定資産の売却による収入   2,407 219 2,566 

投資有価証券の取得による支出   △1 △0 △2 

投資有価証券の売却による収入   597 ― 785 

関係会社株式の売却による収入   250 51 266 

貸付による支出   △23 △0 △24 

貸付金の回収による収入   122 57 235 

事業譲渡に伴う収入   1,482 ― 1,482 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 

による支出 
  △2,026 ― △2,026 

その他   △427 4 714 

投資活動によるキャッシュ・フロー   2,185 113 3,676 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の増減額   △2,901 490 △4,378 

長期借入れによる収入   189 ― 1,409 

長期借入金の返済による支出   △2,444 △982 △3,936 

ファイナンス・リース債務の返済による 

支出 
  △28 ― △28 

株券消費貸借取引に伴う担保受入額   303 ― 461 

株券消費貸借取引に伴う担保返却額   △649 △151 △697 

その他   △0 △0 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △5,531 △644 △7,170 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   ― △0 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △1,900 △349 △1,604 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   2,656 1,052 2,656 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高   755 702 1,052 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社

名 

   連結子会社の数 

   ７社 

  主要な連結子会社名 

  御成門第二ビル株式会社 

 扶桑開発株式会社 

 泉山興業株式会社 

  従来、連結子会社であった株式会社エ

スシーエム興産ほか５社は当中間連結会

計期間内に連結外部に全株式を売却した

こと並びに合併により、連結の範囲から

除外しております。ただし、損益計算書

及びキャッシュ・フロー計算書は連結し

ております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社

名 

   連結子会社の数 

   ８社 

  主要な連結子会社名 

  御成門第二ビル株式会社 

 扶桑開発株式会社 

 泉山興業株式会社 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社

名 

   連結子会社の数 

   ８社 

  主要な連結子会社名 

  御成門第二ビル株式会社 

 扶桑開発株式会社 

 泉山興業株式会社 

  従来、連結子会社であった株式会社エ

スシーエム興産ほか５社は当連結会計年

度に連結外部に全株式を売却したことに

より、連結の範囲から除外しておりま

す。ただし、各社の株式売却までの期間

の損益計算書及びキャッシュ・フロー計

算書は連結しております。なお、当連結

会計年度より住石九州株式会社について

は、会社分割により連結子会社となった

ため、新たに連結の範囲に含めておりま

す。 

(2) 主要な非連結子会社名 

 ヰゲタ通商株式会社 

(2) 主要な非連結子会社名 

 なし 

(2) 主要な非連結子会社名 

 同左 

(3) 非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由 

 ヰゲタ通商株式会社は、総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、全体として小規

模であり、連結の範囲から除いても連結

企業集団の財政状態及び経営成績に関す

る合理的な判断を妨げない程度に重要性

が乏しいので、連結の範囲に含めないこ

ととしました。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関

連会社の数及び会社名 

 持分法を適用した非連結子会社 

 なし 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関

連会社の数及び会社名 

 持分法を適用した非連結子会社 

 同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関

連会社の数及び会社名 

 持分法を適用した非連結子会社 

 同左 

 持分法を適用した関連会社の数 

 ３社 

 会社名 

 新居浜コールセンター株式会社 

 泉汽船株式会社 

 株式会社北海道加ト吉 

 持分法を適用した関連会社の数 

 ４社 

 会社名 

 新居浜コールセンター株式会社 

 泉汽船株式会社 

 株式会社北海道加ト吉 

 ＳＰＳシンテックス株式会社 

 当中間連結会計期間より、ＳＰＳシン

テックス株式会社については、会社分割

後、株式を一部譲渡したことにより関連

会社となったため、新たに持分法を適用

した関連会社に含めております。 

  

 持分法を適用した関連会社の数 

 ３社 

 会社名 

 新居浜コールセンター株式会社 

 泉汽船株式会社 

 株式会社北海道加ト吉 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は

関連会社の会社名 

 持分法を適用しない非連結子会社 

 ヰゲタ通商株式会社 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は

関連会社の会社名 

 持分法を適用しない非連結子会社 

 なし 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は

関連会社の会社名 

 持分法を適用しない非連結子会社 

 同左 

 持分法を適用しない関連会社 

 なし 

 持分法を適用しない関連会社 

 ヰゲタ通商株式会社 

 持分法を適用しない関連会社 

 同左 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社又は

関連会社について、持分法を適用しない

理由 

 ヰゲタ通商株式会社は、全体として中

間純損益及び利益剰余金等に与える影響

が重要でないと認められるので持分法の

適用範囲に含めないこととしました。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社又は

関連会社について、持分法を適用しない

理由 

 同左 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社又は

関連会社について、持分法を適用しない

理由 

 ヰゲタ通商株式会社は、全体として連

結純損益及び利益剰余金等に与える影響

が重要でないと認められるので持分法の

適用範囲に含めないこととしました。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日前１ヶ月の市場価

格の平均に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日前１ヶ月の市場価格の

平均に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

 主として、個別法による原価法、

総平均法による原価法、総平均法に

よる低価法及び売価還元法による原

価法 

③ たな卸資産 

 主として、個別法による原価法、

総平均法による原価法及び総平均法

による低価法 

③ たな卸資産 

 主として、個別法による原価法、

総平均法による原価法、総平均法に

よる低価法及び売価還元法による原

価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 不動産事業部門、流通事業部門の一

部及び採石事業部門並びに一部の子会

社については定額法、その他の資産は

定率法及び定額法を適用しておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）に

ついては、定額法によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 採石事業部門及び一部の子会社につ

いては定額法、その他の資産は定率法

及び定額法を適用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）に

ついては、定額法によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 不動産事業部門、流通事業部門の一

部及び採石事業部門並びに一部の子会

社については定額法、その他の資産は

定率法及び定額法を適用しておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）に

ついては、定額法によっております。 

(3) 繰延資産の処理方法 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(3) 繰延資産の処理方法 

同左 

(3) 繰延資産の処理方法 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失の発生に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討して回収不能見込額を計上

しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 同左 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

② 賞与引当金 

 同左 

② 賞与引当金 

 同左 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

③ 事業構造変革損失引当金 

 「経営再生計画」による事業構造

変革に伴い発生する損失に備え、採

石事業所の閉鎖等に係る損失の見積

額を計上しております。 

③ 事業構造変革損失引当金 

 同左 

③ 事業構造変革損失引当金 

 同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

中間連結会計期間末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。なお、退職給

付債務の金額は中間連結会計期間末

自己都合要支給額としております。 

 また、会計基準変更時差異は、中

間連結財務諸表提出会社においては

一時償却しており、連結子会社にお

いては15年による按分額を費用処理

しております。 

④ 退職給付引当金 

 同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、退職給付

債務の金額は連結会計年度末自己都

合要支給額としております。 

 また、会計基準変更時差異は、連

結財務諸表提出会社においては一時

償却しており、連結子会社において

は15年による按分額を費用処理して

おります。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 外貨建予定取引及び外貨建金銭債

権債務については繰延ヘッジ処理に

よっており、外貨建その他有価証券

については時価ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、為替予約が付されている外

貨建金銭債権債務については、振当

処理を行っております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建予定取引及び外貨建金銭債

権債務の為替変動リスクに対して為

替予約取引を、また、一部の外貨建

その他有価証券の為替変動リスクに

対して外貨建借入金をヘッジ手段と

して用いております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

③ ヘッジ方針 

 会社が業務遂行上さらされる市場

リスクを適切に管理することによ

り、リスクの減殺を図ることを目的

にリスクヘッジを行います。 

③ ヘッジ方針 

 同左 

③ ヘッジ方針 

 同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段を直接結

びつけて、ヘッジの有効性を評価い

たします。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッ

ジ会計に係るもの 

取締役会で承認を得た方針に従

い、所管の長は運営・管理し６ヶ月

に１回モニタリングいたします。 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッ

ジ会計に係るもの 

同左 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッ

ジ会計に係るもの 

同左 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

(7) 支払利息の原価算入に関する事項 

 連結子会社のうち１社は、大型不動

産開発事業のうちその所要資金を借入

金により調達している長期プロジェク

トにつき、開発の着手から工事が完了

し販売可能な状態になった時点までの

当該借入金に係る支払利息を取得原価

に算入しております。 

 当中間連結会計期間において取得原

価に算入した支払利息は17百万円であ

ります。 

  

  

  

(7) 支払利息の原価算入に関する事項 

 連結子会社のうち１社は、大型不動産

開発事業のうちその所要資金を借入金に

より調達している長期プロジェクトにつ

き、開発の着手から工事が完了し販売可

能な状態になった時点までの当該借入金

に係る支払利息を取得原価に算入してお

ります。 

 当連結会計年度において取得原価に算

入した支払利息は17百万円であります。 

(8) 消費税等の会計処理の方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(7) 消費税等の会計処理の方法 

 同左 

(8) 消費税等の会計処理の方法 

 同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

  減損会計の適用 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これにより税金等調整前中

間純利益は4,136百万円減少しておりま

す。なお減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。 

 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,989百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

    4,004百万円 

 減価償却累計額には、減損損失累計

額が含まれております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      4,896百万円 

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

担保提供資産 

摘要 
金額 

（百万円） 

現金及び預金 1,137

建物及び構築物 816

機械装置及び運搬具 40

土地 11,913

その他の有形固定資産 0

計 13,908

担保提供資産 

摘要 
金額 

（百万円） 

現金及び預金   6

建物及び構築物 648

機械装置及び運搬具 31

土地      8,699

その他の有形固定資産 0

計 9,385

担保提供資産 

摘要 
金額 

（百万円） 

現金及び預金  6 

建物及び構築物      793 

機械装置及び運搬具  35 

土地      11,913 

その他の有形固定資産  0 

計 12,749

 上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に

供している資産は、建物及び構築物151百万

円、機械装置及び運搬具40百万円及びその他

の有形固定資産0百万円であります。 

 上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に

供している資産は、建物及び構築物137百万

円、機械装置及び運搬具31百万円及びその他

の有形固定資産0百万円であります。 

 上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に

供している資産は、建物及び構築物144百万

円、機械装置及び運搬具35百万円及びその他

の有形固定資産0百万円であります。 

債務の内容 

摘要 
金額 

（百万円） 

短期借入金 3,988 

一年以内に返済予定の長期
借入金 

1,218

長期借入金 7,390 

計 12,597

債務の内容 

摘要 
金額 

（百万円） 

短期借入金    3,533 

一年以内に返済予定の長期
借入金 

    1,141

長期借入金  2,372 

計 7,047

債務の内容 

摘要 
金額 

（百万円） 

短期借入金      2,816 

一年以内に返済予定の長
期借入金 

     1,096

長期借入金   7,907

計 11,821

 上記債務のうち、工場財団抵当に対応する

債務は、一年以内に返済予定の長期借入金39

百万円及び長期借入金152百万円であります。 

 上記債務のうち、工場財団抵当に対応する

債務は、一年以内に返済予定の長期借入金39

百万円及び長期借入金112百万円であります。

 上記債務のうち、工場財団抵当に対応する

債務は、一年以内に返済予定の長期借入金39

百万円及び長期借入金132百万円であります。

３ 偶発債務 

(1) 連結会社以外の会社の金融機関か

らの借入金に対して次のとおり保証

を行っております。 

３ 偶発債務 

(1) 連結会社以外の会社の金融機関か

らの借入金に対して次のとおり保証

を行っております。 

３ 偶発債務 

(1）連結会社以外の会社の金融機関か

らの借入金等に対して次のとおり保証

を行っております。 

個人住宅ローン 1,328百万円

株式会社北海道加ト吉 1,245百万円

計 2,573百万円

個人住宅ローン    1,170百万円

株式会社北海道加ト吉    387百万円

個人ゴルフ会員権 

ローン 
    108百万円

計    1,667百万円

個人住宅ローン    1,242百万円

株式会社北海道加ト吉    1,210百万円

個人ゴルフ会員権 

ローン 
     110百万円

計    2,562百万円

(2) 豪州炭鉱跡地において、現地の法

令による採炭地の環境整備費用の支

出に備えるため、現地金融機関に信

用状を開設しております。信用状開

設額のうち、中間連結財務諸表提出

会社の既支払額を控除した金額は、

959百万円であります。 

(2) 豪州炭鉱跡地において、現地の法

令による採炭地の環境整備費用の支

出に備えるため、現地金融機関に信

用状を開設しております。信用状開

設額のうち、中間連結財務諸表提出

会社の既支払額を控除した金額は、

1,038百万円であります。 

(2) 豪州炭鉱跡地において、現地の法

令による採炭地の環境整備費用の支

出に備えるため、現地金融機関に信

用状を開設しております。信用状開

設額のうち、連結財務諸表提出会社

の既支払額を控除した金額は、998百

万円であります。 

 ４ 受取手形割引高 3,701百万円

 ５ 受取手形裏書譲渡高 205百万円

 ４ 受取手形割引高  3,144百万円

 ５ 受取手形裏書譲渡高    126百万円

 ４ 受取手形割引高    3,703百万円

 ５ 受取手形裏書譲渡高    66百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

 主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

 主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

 主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

(1) 運送費・港頭諸掛等 417百万円

(2) 報酬・給料・賞与 1,269百万円

(3) 退職給付費用 57百万円

(4) 光熱・水道・消耗品

費 
183百万円

(5) 減価償却費 110百万円

(6) 賃借料 228百万円

(7) 連結調整勘定償却額 32百万円

(1) 運送費・港頭諸掛等    303百万円

(2) 報酬・給料・賞与      433百万円

(3) 退職給付費用   18百万円

(4) 賃借料    30百万円

(5) 光熱・水道費及び 

消耗品費 
   19百万円

(6) 旅費・通信費    82百万円

(7) 減価償却費    34百万円

(8) 連結調整勘定償却額  32百万円

(1) 運送費・港頭諸掛等      836百万円

(2) 報酬・給料・賞与    1,712百万円

(3) 退職給付費用   85 百万円

(4) 賃借料    289百万円

(5) 光熱・水道費及び 

 消耗品費 
   210百万円

(6) 旅費・通信費    224百万円

(7) 減価償却費    167百万円

(8) 連結調整勘定償却額   65百万円

※２ 投資有価証券売却益 

株式に係る売却益であります。 

  

  

※２ 投資有価証券売却益 

  株式に係る売却益337百万円でありま

す。 

※３ 事業譲渡益 

 連結子会社である株式会社エスシーエ

ム興産流通事業の譲渡に係る利益であり

ます。 

  ※３ 事業譲渡益 

 連結子会社である株式会社エスシーエ

ム興産の流通事業の譲渡に係る利益であ

ります。 

※４ 前期損益修正損 

 前連結会計年度における不動産事業に

おける見積計上時差異であります。 

  

  

  

※４ 前期損益修正損 

 連結子会社である株式会社エスシーエ

ム興産の不動産事業に係る売上の見積の

変更を行ったことにより計上したもので

あります。 

 ※５ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。  

用途 場所 種類 
減損損失

(百万円)

炭鉱跡地 

北海道赤

平市・福

岡県飯塚

市他  

土地  3,450

定期借地

権付マン

ション  

神奈川県

中郡大磯

町  

土地  482

札幌事業

所(遊休

地) 

北海道札

幌市南

区  

土地  96

炭鉱跡地

遊休資

産  

北海道赤

平市  

建物及び

構築物、

機械装

置  

60

遊休地  

佐賀県杵

島郡北方

町  

建物及び

土地  
37

遊休地  青森県八

戸市  
土地  9

 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  当社グループは、減損損失の算定に

当たり、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の

単位によって資産のグループ化を行っ

ております。 

 当中間連結会計期間において、帳簿

価額に対し著しく時価が下落している

土地及び遊休資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（4,136百万円）として特

別損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士による不動産鑑定評

価額（但し、重要性が低いものについ

ては固定資産税評価額を基礎にした価

額等）により評価しております。  

 

  ※６ 投資有価証券売却損 

株式に係る売却損であります。 

※７ 投資有価証券評価損 

株式に係る評価損であります。 

 ※７ 投資有価証券評価損 

 株式に係る評価損であります。 

  ※８ たな卸資産評価損 

採石事業部門における砕石の評価損で

あります。 

※９ 事業構造変革損失 

 「経営再生計画」に基づき、経営効率

を向上させるための不採算事業からの撤

退に係る損失であり、主なものは下記の

とおりであります。 

 ※９ 事業構造変革損失 

 「経営再生計画」に基づき、経営効率

を向上させるための不採算事業からの撤

退及び人員の合理化等に係る損失であ

り、主なものは下記のとおりでありま

す。 

関係会社株式売却損 31百万円

たな卸資産除却損 11百万円

固定資産除却損 40百万円

閉鎖諸費用 36百万円

分割諸費用 17百万円

 たな卸資産除却損   11百万円

固定資産除却損   40百万円

採石事業所閉鎖諸費用   32百万円

採石事業所分割諸費用    17百万円

関係会社株式売却損    31百万円

  ※10 会社分割関連損失 

 子会社設立のための事業分割時におけ

る費用であり、主なものは下記のとおり

であります。 

 

  資産評価損 59百万円 

 分割に伴う退職金 14百万円 

 製品保証費用 9百万円 

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,925百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△1,169百万円

現金及び現金同等物 755百万円

現金及び預金勘定      737百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
    △34百万円

現金及び現金同等物    702百万円

現金及び預金勘定      1,088百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
  △36百万円

現金及び現金同等物      1,052百万円

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び当中間期末残高

相当額（注） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び当中間期末残高

相当額（注） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び当期末残高相当

額(注) 

  

取得価
額相当
額 
    
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

当中間
期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

531 395 136 

その他の有形
固定資産 

3 2 1 

無形固定資産 3 2 1 

合計 538 399 138 

  

取得価
額相当
額 
  
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

当中間
期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

245 186 58

その他の有形
固定資産 

3 2 0

無形固定資産 3 3 0

合計 252 192 60

取得価
額相当
額 
  
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

当期末
残高相
当額 
  
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

463 377 85

その他の有形
固定資産 

6 5 0

無形固定資産 3 2 1

合計 473 385 87

② 未経過リース料中間期末残高相当額

（注） 

② 未経過リース料中間期末残高相当額

（注） 

② 未経過リース料当期末残高相当額

（注) 

  １年内 76百万円

  １年超 61百万円

    計 138百万円

  １年内   41百万円

  １年超   19百万円

    計    60百万円

  １年内    52百万円

  １年超    35百万円

    計    87百万円

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料当

中間期末残高相当額は、有形固定資産の

当中間期末残高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定しておりま

す。 

(注) 同左 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料当

期末残高相当額は、有形固定資産の当期

末残高等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 110百万円

  減価償却費相当額 110百万円

  支払リース料    29百万円

  減価償却費相当額    29百万円

  支払リース料    158百万円

  減価償却費相当額    158百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く。） 

  ※残余財産分配権のない外貨建の株式1,988百万円が含まれております。 

  （注)  その他有価証券のうち時価のある株式等の減損については、時価が取得原価に比べて50％

程度以上下落したものについては原則として減損処理を行い、取得原価に対する時価の下落

率が30％以上50％程度未満のものは個別に時価が取得原価まで回復する見込みの有無を検討

し、回復可能性のないものについては減損処理を行うこととしております。 

 

満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債・地方債等 

社債 

その他 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

合計 ― ― ― 

その他有価証券 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,050 1,792 741 

債券   

国債・地方債等 
社債 
その他 

―
― 
― 

―
― 
― 

― 
― 
― 

その他 ― ― ― 

合計 1,050 1,792 741 

満期保有目的の債券 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

国債・地方債等 
社債 
その他 

― 
― 
― 

合計 ― 

その他有価証券 取得原価（百万円） 

株式   

非上場株式※ 2,309 

債券   

国債・地方債等 
社債 
その他 

― 
― 
― 

その他 ― 

合計 2,309 

子会社株式及び関連会社株式 771 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 ※残余財産分配権のない外貨建の株式2,150百万円が含まれております。 

 （注)   その他有価証券のうち時価のある株式等の減損については、時価が取得原価に比べて50％

程度以上下落したものについては原則として減損処理を行い、取得原価に対する時価の下落

率が30％以上50％程度未満のものは個別に時価が取得原価まで回復する見込みの有無を検討

し、回復可能性のないものについては減損処理を行うこととしております。 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 ※残余財産分配権のない外貨建の株式2,069百万円が含まれております。 

 （注)   その他有価証券のうち時価のある株式等の減損については、時価が取得原価に比べて50％

程度以上下落したものについては原則として減損処理を行い、取得原価に対する時価の下落

率が30％以上50％程度未満のものは個別に時価が取得原価まで回復する見込みの有無を検討

し、回復可能性のないものについては減損処理を行うこととしております。 

 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 852 1,711 858 

合計 852 1,711 858 

区分 内容 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

その他有価証券 
株式 

非上場株式 ※ 
2,451 

合計 2,451 

子会社株式及び関連会社株式 826 

 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 852 1,704 852 

合計 852 1,704 852 

区分 内容 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券 
株式 

非上場株式（店頭売買株式を除く） ※ 
2,373 

合計 2,373 

子会社株式及び関連会社株式 761 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 当中間連結決算日におけるデリバティブ取引については、為替予約取引のみであり、この取引についてはヘッ

ジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 同上 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 当連結決算日におけるデリバティブ取引については、為替予約取引のみであり、この取引についてはヘッジ会

計を適用しているため、開示の対象から除いております。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 （注）１ 事業の種類の区分方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等 

(1）石炭事業部門…………石炭の販売 

(2）新素材事業部門………工業用人工ダイヤモンド、放電プラズマ焼結機等の製造・販売 

(3）採石事業部門…………砕石の生産、販売 

(4）建材・機材事業部門…セメント、生コンクリート、ＡＬＣ等の各種建材並びに建設・運搬用機材、その他

産業用各種機材の仕入及び販売 

(5）土木・建築事業部門…マンション・戸建住宅の建設、土木・建築工事の請負 

(6）不動産事業部門………マンション・戸建住宅及び宅地の販売並びに事務所及び住宅の賃貸・管理 

(7）流通事業部門…………食料品、衣料品、日用雑貨品等の販売 

(8）その他の部門…………貨物の輸送、ゴルフ場の経営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額 

当中間連結会計期間 322百万円 

その主なものは、中間連結財務諸表提出会社の管理部門及び全社資産に係る費用であります。 

４ 営業費用には、「長期前払費用」の償却費が含まれております。 

  

石炭事業
部門 
  

(百万円) 

新素材 
事業部門 
  

(百万円) 

採石 
事業部門 
  

(百万円) 

建材・
機材事業
部門 
(百万円)

土木・
建築事業
部門 
(百万円)

不動産
事業部門
  

(百万円)

流通事業
部門 
  

(百万円)

その他の
部門 
  

(百万円)

計 
  
  

(百万円) 

消去又は
全社 
  

(百万円) 

連結 
  
  

(百万円)

売上高                       

(1) 外部顧客に対する

売上高 
9,002 612 846 6,709 2,056 1,714 6,959 2,388 30,290 ― 30,290 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― 33 135 10 62 ― 116 359 (359) ― 

計 9,002 612 879 6,844 2,067 1,777 6,959 2,505 30,650 (359) 30,290 

営業費用 8,646 491 817 6,762 2,206 1,525 6,874 2,399 29,723 (24) 29,698 

営業利益（損失△） 356 121 61 82 △138 251 85 106 926 (334) 591 



当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１ 事業の種類の区分方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等 

(1）石炭事業部門…………石炭の販売 

(2）新素材事業部門………工業用人工ダイヤモンド、放電プラズマ焼結機等の製造・販売 

(3）採石事業部門…………砕石の生産・販売 

(4）建材・機材事業部門…セメント、生コンクリート、ＡＬＣ等の各種建材並びに建設・運搬用機材、その他

産業用各種機材の仕入及び販売 

(5）その他の部門…………マンション・戸建住宅の建設、土木・建築工事の請負、貨物の輸送等、ビル賃貸・

管理 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額 

当中間連結会計期間 297百万円 

その主なものは、中間連結財務諸表提出会社の管理部門及び全社資産に係る費用であります。 

４ 営業費用には、「長期前払費用」の償却費が含まれております。 

５ 事業区分の方法の変更 

 従来、「石炭事業」「新素材事業」「採石事業」「建材・機材事業」「土木・建築事業」「不動産事業」

「流通事業」「その他」の８事業に区分しておりましたが、前連結会計年度に一部関係会社の経営を譲渡した

ことにより重要性が低下したため、当中間連結会計期間より「土木・建築事業」「不動産事業」「流通事業」

の事業区分を「その他」に含めて表示しております。 

  
石 炭 
事業部門 
(百万円) 

新素材 
事業部門 
(百万円) 

採 石 
事業部門 
(百万円) 

建材・機材 
事業部門 
(百万円) 

その他 
の部門 
(百万円) 

計 
   

(百万円) 

消去又は 
全 社 
(百万円) 

連 結 
  

(百万円) 

売上高                 

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
11,339 474 818 8,045 1,694 22,371 ― 22,371 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― 32 10 24 67 (67) ― 

計 11,339 474 850 8,055 1,719 22,439 (67) 22,371 

営業費用 11,003 367 756 8,007 1,714 21,849   227 22,076 

営業利益 335 107 93 48 4 589 (294) 295 



前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１ 事業の種類の区分方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等 

(1）石炭事業部門…………石炭の販売 

(2）新素材事業部門………工業用人工ダイヤモンド、放電プラズマ焼結機等の製造・販売 

(3）採石事業部門…………砕石の生産・販売 

(4）建材・機材事業部門…セメント、生コンクリート、ＡＬＣ等の各種建材並びに建設・運搬用機材、その他

産業用各種機材の仕入及び販売 

(5）土木・建築事業部門…マンション・戸建住宅の建設、土木・建築工事の請負 

(6）不動産事業部門………マンション・戸建住宅及び宅地の販売並びに事務所及び住宅の賃貸・管理 

(7）流通事業部門…………食料品、衣料品、日用雑貨品の販売 

(8）その他の部門…………貨物の輸送、ゴルフ場の経営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額 

当連結会計年度 574百万円 

その主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門及び全社資産に係る費用であります。 

４ 営業費用には、「長期前払費用」の償却費が含まれております。 

  

石炭事業
部門 
  

(百万円) 

新素材 
事業部門 
  

(百万円) 

採石 
事業部門 
  

(百万円) 

建材・
機材事業
部門 
(百万円)

土木・
建築事業
部門 
(百万円)

不動産
事業部門
  

(百万円)

流通事業
部門 
  

(百万円)

その他の
部門 
  

(百万円)

計 
  
  

(百万円) 

消去又は
全社 
  

(百万円) 

連結 
  
  

(百万円)

売上高                       

(1) 外部顧客に対する

売上高 
19,437 1,363 1,747 14,801 3,158 1,839 6,959 3,097 52,404 ― 52,404 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― 80 139 12 63 ― 155 451 (451) ― 

計 19,437 1,363 1,828 14,941 3,170 1,902 6,959 3,252 52,855 (451) 52,404 

営業費用 18,791 1,079 1,671 14,750 3,307 1,635 6,874 3,137 51,246 135 51,382 

営業利益（損失△） 645 283 156 191 △136 267 85 115 1,608 (586) 1,022 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

同上 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

同上 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 同上 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 同上 



（１株当たり情報） 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 △64.18円

１株当たり中間純利益 5.59円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益 
2.03円

１株当たり純資産額 △58.82円

１株当たり中間純損失   11.32円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益 

１株当たり中

間純損失が計

上されている

ため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額    △47.80円

１株当たり当期純利益   9.12円

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
    3.47円

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円） 
860 △1,936 1,415 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）（百万円） 
860 △1,936 1,415 

普通株式の期中平均株式数（千株） 153,915 171,085 155,344 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数の内訳 

      

転換株式（千株） 270,159 ― 252,980 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

― 

第一回第一種優先株式 

514,000株 

第一回第二種優先株式 

7,140,000株 

第一回第三種優先株式 

35,714,000株 ― 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

同上 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 同上 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

資産の部    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金 ※２ 1,431 267 500 

受取手形   597 1,905 844 

売掛金  3,203 3,233 3,304 

たな卸資産   2,624 2,744 2,475 

その他  280 1,079 222 

貸倒引当金  △89 △187 △107 

流動資産合計  8,048 26.3 9,043 33.2 7,240 24.4

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※１   

建物 ※２ 371 327 351 

土地 ※２ 9,392 5,370 9,251 

その他 ※２ 1,014 529 888 

有形固定資産合計  10,778 35.2 6,228 22.9 10,492 35.4

無形固定資産  112 0.4 86 0.3 98 0.3

投資その他の資産    

投資有価証券   4,070 4,124 4,042 

関係会社株式  460 590 530 

長期貸付金  247 84 139 

関係会社長期貸付金  8,509 8,769 8,799 

その他   830 898 836 

貸倒引当金  △2,481 △2,592 △2,530 

投資その他の資産合計  11,636 38.1 11,874 43.6 11,818 39.9

固定資産合計  22,527 73.7 18,189 66.8 22,408 75.6

資産合計  30,576 100.0 27,232 100.0 29,649 100.0 

        
 



   
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

負債の部    

Ⅰ 流動負債    

支払手形  2,460 2,623 2,322 

買掛金  2,202 2,924 2,539 

短期借入金 ※２ 5,935 5,237 4,495 

一年以内に返済予定の長期借
入金 

※２ 1,472 1,712 1,712 

前受金  706 741 477 

引当金  272 42 234 

その他 ※５ 1,406 1,380 1,562 

流動負債合計  14,455 47.3 14,662 53.8 13,345 45.0

Ⅱ 固定負債    

長期借入金 ※２ 6,997 5,655 6,512 

再評価に係る繰延税金負債  1,022 55 969 

長期預り金  218 216 202 

退職給付引当金  383 300 343 

その他  487 590 560 

固定負債合計  9,108 29.8 6,818 25.1 8,588 29.0

負債合計  23,563 77.1 21,480 78.9 21,933 74.0

資本の部    

Ⅰ 資本金  9,248 30.2 9,248 34.0 9,248 31.2

Ⅱ 利益剰余金    

中間(当期)未処理損失  4,460 4,430 3,788 

利益剰余金合計  △4,460 △14.6 △4,430 △16.3 △3,788 △12.8

Ⅲ 土地再評価差額金  1,533 5.0 83 0.3 1,454 4.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  691 2.3 853 3.1 802 2.7

Ⅴ 自己株式  △1 △0.0 △2 △0.0 △2 △0.0

資本合計  7,012 22.9 5,752 21.1 7,716 26.0

負債及び資本合計  30,576 100.0 27,232 100.0 29,649 100.0 

                



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   16,860 100.0 20,365 100.0 36,640 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,413 91.4 19,063 93.6 33,700 92.0 

売上総利益   1,446 8.6 1,301 6.4 2,940 8.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,093 6.5 1,016 5.0 2,221 6.0 

営業利益   353 2.1 284 1.4 718 2.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 463 2.8 1,552 7.6 1,299 3.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 333 2.0 294 1.4 661 1.8 

経常利益   483 2.9 1,542 7.6 1,357 3.7 

Ⅵ 特別利益 ※３ 398 2.3 41 0.2 401 1.1 

Ⅶ 特別損失 ※４ 86 0.5 4,304 21.2 313 0.9 

税引前中間(当期) 
純利益又は純損失
（△） 

  796 4.7 △2,720 △13.4 1,444 3.9 

法人税、住民税及び事
業税 

  47 0.3 210 1.0 155 0.4 

法人税等調整額   0 0.0 △916 △4.5 △52 △0.1 

中間(当期)純利益又は
純損失（△） 

  749 4.4 △2,014 △9.9 1,342 3.6 

前期繰越損失   5,209   3,788   5,209   

土地再評価差額金 
取崩額 

  △0   1,371   78   

中間(当期)未処理 
損失 

  4,460   4,430   3,788   

                



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

総平均法による原価法 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

同左 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

同左 

(2) 製品 

採石事業部門の製品 

総平均法による低価法 

(2) 製品 

採石事業部門の製品 

同左 

(2) 製品 

採石事業部門の製品 

同左 

その他の製品 

総平均法による原価法 

その他の製品 

同左 

その他の製品 

同左 

(3) 原材料 

総平均法による原価法 

(3) 原材料 

同左 

(3) 原材料 

同左 

(4) 仕掛品 

個別法による原価法 

(4) 仕掛品 

同左 

(4) 仕掛品 

同左 

(5) 未成工事支出金 

個別法による原価法 

(5) 未成工事支出金 

同左 

(5) 未成工事支出金 

同左 

(6) 貯蔵品 

後入先出法による原価法 

(6) 貯蔵品 

同左 

(6) 貯蔵品 

同左 

２ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

２ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

２ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日前１ヶ月の市場価格の平

均に基づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日前１ヶ月の市場価格の平均に

基づく時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

３ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

時価法 

３ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

同左 

３ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

採石事業部門の資産 

定額法 

採石事業部門の資産 

同左 

採石事業部門の資産 

同左 

上記以外の資産 

定額法及び定率法 

 なお、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く。）につ

いては、定額法によっております。 

上記以外の資産 

同左 

上記以外の資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

鉱業権 

生産高比例法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

上記以外の資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

    

(3) 長期前払費用 

均等額償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

(4) 繰延資産の処理方法 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(4) 繰延資産の処理方法 

同左 

(4) 繰延資産の処理方法 

同左 

 



前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失の発生に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討して回収

不能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

 同左 

(2) 賞与引当金 

 同左 

(3) 債務保証損失引当金 

 債務保証等に係る損失に備えるため、

被保証者の財政状態等を勘案し、損失の

見積額を計上しております。 

(3) 債務保証損失引当金 

 同左 

(3) 債務保証損失引当金 

 同左 

(4) 事業構造変革損失引当金 

 「経営再生計画」による事業構造変革

に伴い発生する損失に備え、採石事業所

の閉鎖等に係る損失の見積額を計上して

おります。 

  

  

(4) 事業構造変革損失引当金 

 「経営再生計画」による事業構造変革

に伴い発生する損失に備え、採石事業所

の閉鎖等に係る損失の見積額を計上して

おります。 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、中間

会計期間末における退職給付債務に基づ

き計上しております。なお、退職給付債

務の金額は、中間会計期間末自己都合要

支給額としております。 

 また、会計基準変更時差異は一時償却

しております。 

(4) 退職給付引当金 

 同左 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき計上し

ている。なお、退職給付債務の金額は、

期末自己都合要支給額としております。 

 また、会計基準変更時差異及び数理計

算上の差異は一時償却しております。 

６ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

６ リース取引の処理方法 

 同左 

６ リース取引の処理方法 

 同左 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債

務については繰延ヘッジ処理によってお

り、外貨建その他有価証券については時

価ヘッジ処理によっております。 

なお、為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務については振当処理を行っ

ております。 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクに対して為替予約取

引を、また、一部の外貨建その他有価証

券の為替変動リスクに対して外貨建借入

金をヘッジ手段として用いております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

(3) ヘッジ方針 

会社が業務遂行上さらされる市場リス

クを適切に管理することにより、リスク

の減殺を図ることを目的にリスクヘッジ

を行います。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段を直接結びつ

けてヘッジ有効性を評価しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの 

取締役会で承認を得た方針に従い、所

管の長は運営・管理し、６ヶ月に１回モ

ニタリングしております。 

(5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの 

同左 

(5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの 

同左 

８ 消費税等の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

８ 消費税等の会計処理の方法 

同左 

８ 消費税等の会計処理の方法 

同左 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

  減損会計の適用 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は4,089

百万円減少しております。なお減損損失

累計額については、改正後の中間財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控

除しております。  

 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,252百万円 

  

  

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     2,084百万円 

 減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     2,080百万円 

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

担保提供資産 

摘要 
金額 

（百万円） 

現金及び預金 1,131 

建物 128 

その他（有形固定資産） 170 

土地 4,516 

計 5,946 

担保提供資産 

摘要 
金額 

（百万円） 

建物 134 

その他（有形固定資産） 133 

土地   1,539 

計 1,807 

担保提供資産 

摘要 
金額 

（百万円） 

建物 140 

その他（有形固定資産） 142 

土地      4,516 

計 4,799 

 上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に

供している資産は、建物39百万円、その他

（有形固定資産）153百万円であります。 

 上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に

供している資産は、建物35百万円、その他

（有形固定資産)133百万円であります。 

 上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に

供している資産は、建物37百万円、その他

（有形固定資産）142百万円であります。 

債務の内容 

摘要 
金額 

（百万円） 

短期借入金 2,669 

一年以内に返済予定の長期
借入金 

 1,125 

長期借入金 1,532 

計 5,326 

債務の内容 

摘要 
金額 

（百万円） 

短期借入金    1,402 

一年以内に返済予定の長期
借入金 

      207 

長期借入金      171 

計 1,780 

債務の内容 

摘要 
金額 

（百万円） 

短期借入金      1,463 

一年以内に返済予定の長期
借入金 

 1,059 

長期借入金      1,639 

計 4,161 

 上記債務のうち、工場財団抵当に対応する

債務は、一年以内に返済予定の長期借入金39

百万円、長期借入金152百万円であります。 

 上記債務のうち、工場財団抵当に対応する

債務は、一年以内に返済予定の長期借入金39

百万円、長期借入金112百万円であります。 

 上記債務のうち、工場財団抵当に対応する

債務は、一年以内に返済予定の長期借入金39

百万円、長期借入金132百万円であります。 

３ 偶発債務 

(1) 下記の会社の借入金に対して保証を行

っております。 

３ 偶発債務 

(1) 下記の会社の借入金に対して保証を行

っております。 

３ 偶発債務 

(1) 下記の会社の借入金に対して保証を行

っております。 

個人住宅ローン 1,328百万円

株式会社北海道加ト吉 1,245百万円

泉山興業株式会社 614百万円

計 3,187百万円

個人住宅ローン    1,170百万円

泉山興業株式会社      536百万円

株式会社北海道加ト吉    387百万円

個人ゴルフ会員権ローン    108百万円

計    2,203百万円

個人住宅ローン    1,242百万円

株式会社北海道加ト吉    1,210百万円

泉山興業株式会社     568百万円

個人ゴルフ会員権ローン    110百万円

計    3,130百万円

  (2) 連結子会社である扶桑開発株式会社の

請負工事に対して52百万円の保証を行っ

ております。 

  

(2) 豪州炭鉱跡地において、現地の法令に

よる採炭地の環境整備費用の支出に備え

るため、現地金融機関に信用状を開設し

ております。信用状開設額のうち、既支

払額を控除した金額は、959百万円であ

ります。 

(3) 豪州炭鉱跡地において、現地の法令に

よる採炭地の環境整備費用の支出に備え

るため、現地金融機関に信用状を開設し

ております。信用状開設額のうち、既支

払額を控除した金額は 1,038百万円であ

ります。 

(2) 豪州炭鉱跡地において、現地の法令に

よる採炭地の環境整備費用の支出に備え

るため、現地金融機関に信用状を開設し

ております。信用状開設額のうち、既支

払額を控除した金額は、998百万円であ

ります。 

 ４ 受取手形割引高 3,504百万円  ４ 受取手形割引高    3,000百万円  ４ 受取手形割引高    3,518百万円

※５ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの 

(1) 受取利息 67百万円

(2) 受取配当金 315百万円

(1) 受取利息   65百万円

(2) 受取配当金    1,385百万円

(1) 受取利息    132百万円

(2) 受取配当金    1,002百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 184百万円 支払利息    145百万円 支払利息    351百万円

※３ 特別利益のうち重要なもの   ※３ 特別利益のうち重要なもの 

投資有価証券売却益 332百万円     投資有価証券売却益      333百万円

※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの 

(1）固定資産売・除却損 50百万円

(2）事業構造変革損失 30百万円

(1）固定資産売・除却損 24百万円

(2）減損損失  4,089百万円

(1）固定資産除却損    84百万円

(2）たな卸資産評価損    68百万円

(3）事業構造変革損失    112百万円

 「経営再生計画」に基づき、経営効率

を向上させるための不採算事業からの撤

退に係る損失であり、主なものは下記の

とおりであります。 

関係会社株式売却損 33百万円

分割諸費用 17百万円

関係会社貸倒引当金繰入額 5百万円

関係会社貸倒引当金戻入額 26百万円

 当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しております。  

 当社は、減損損失の算定に当たり、

他の資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す最小の単位によ

って資産のグループ化を行っておりま

す。 

  当中間会計期間において、帳簿価額

に対し著しく時価が下落している土地

及び遊休資産について、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（4,089百万円）として特別損

失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士による不動産鑑定評

価額（但し、重要性が低いものについ

ては固定資産税評価額を基礎にした価

額等）により評価しております。  

 子会社設立のための事業分割時におけ

る費用であり、主なものは下記のとおり

であります。 

用途 場所 種類 
減損損失

(百万円)

炭鉱跡地 

北海道赤

平市・福

岡県飯塚

市他  

土地  3,450

定期借地

権付マン

ション  

神奈川県

中郡大磯

町  

土地  482

札幌事業

所(遊休

地) 

北海道札

幌市南

区  

土地  96

炭鉱跡地

遊休資

産  

北海道赤

平市  

建物及び

構築物、

機械装

置  

60

(3）関連事業損失 102百万円

(4）事業分割関連損失 87百万円

 「経営再生計画」に基づき、経営効率

を向上させるための不採算事業からの撤

退に係る損失であり、主なものは下記の

とおりであります。 

事業構造変革損失引当金 

繰入額 62百万円

採石事業所分割諸費用  17百万円

関係会社株式売却損  33百万円

 資産評価損   63百万円

分割に伴う退職金   14百万円

製品保証費用 9百万円

 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

(1) 有形固定資産 77百万円

(2) 無形固定資産 9百万円

(1) 有形固定資産   61百万円

(2) 無形固定資産  11百万円

(1) 有形固定資産    152百万円

(2) 無形固定資産   21百万円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び当中間期末残高

相当額（注） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び当中間期末残高

相当額（注） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び当期末残高相当

額（注） 

  

取得価
額相当
額 
  
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

当中間
期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械及び装置 293 209 83 

車両運搬具 36 21 15 

ソフトウェア 3 2 1 

合計 334 233 101 

  

取得価
額相当
額 
  
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

当中間
期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装置 145 117 27

車両運搬具 36 27 9

ソフトウェア 3 3 0

合計 186 148 37

取得価
額相当
額 
  
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

当期末
残高相
当額 
  
(百万円)

機械及び装置 256 202 54

車両運搬具 36 24 12

ソフトウェア 3 2 1

合計 297 229 67

② 未経過リース料当中間期末残高相当

額（注） 

② 未経過リース料当中間期末残高相当

額（注） 

② 未経過リース料当期末残高相当額

（注） 

１年内 52百万円

１年超 48百万円

計 101百万円

１年内 26百万円

１年超 11百万円

計    37百万円

１年内   38百万円

１年超   29百万円

計    67百万円

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料当

中間期末残高相当額は、有形固定資産の

当中間期末残高等に占めるその割合が低

いため、「支払利子込み法」により算定

しております。 

(注) 同左 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料当

期末残高相当額は、有形固定資産の当期

末残高等に占めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定しており

ます。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 29百万円

 減価償却費相当額 29百万円

 支払リース料   19百万円

 減価償却費相当額   19百万円

 支払リース料    55百万円

 減価償却費相当額    55百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 同上 

前事業年度末（平成17年３月31日） 

 同上 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

同上 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

同上 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

      当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

       (１)有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（第113期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出。



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年12月13日

住友石炭鉱業株式会社 

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 吉田 治   ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 氏原 修一  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 原口 清治  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友石

炭鉱業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、住友石炭鉱業株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月９日

住友石炭鉱業株式会社 

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 氏原 修一  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 星野 正司  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 原口 清治  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友石

炭鉱業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、住友石炭鉱業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資

産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年12月13日

住友石炭鉱業株式会社 

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 吉田 治   ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 氏原 修一  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 原口 清治  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友石

炭鉱業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第113期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、住友石炭鉱業株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月９日

住友石炭鉱業株式会社 

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 氏原 修一  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 星野 正司  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 原口 清治  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友石

炭鉱業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第114期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、住友石炭鉱業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(5）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/62
	pageform2: 2/62
	form1: EDINET提出書類  2005/12/15 提出
	form2: 住友石炭鉱業株式会社(111003)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/62
	pageform4: 4/62
	pageform5: 5/62
	pageform6: 6/62
	pageform7: 7/62
	pageform8: 8/62
	pageform9: 9/62
	pageform10: 10/62
	pageform11: 11/62
	pageform12: 12/62
	pageform13: 13/62
	pageform14: 14/62
	pageform15: 15/62
	pageform16: 16/62
	pageform17: 17/62
	pageform18: 18/62
	pageform19: 19/62
	pageform20: 20/62
	pageform21: 21/62
	pageform22: 22/62
	pageform23: 23/62
	pageform24: 24/62
	pageform25: 25/62
	pageform26: 26/62
	pageform27: 27/62
	pageform28: 28/62
	pageform29: 29/62
	pageform30: 30/62
	pageform31: 31/62
	pageform32: 32/62
	pageform33: 33/62
	pageform34: 34/62
	pageform35: 35/62
	pageform36: 36/62
	pageform37: 37/62
	pageform38: 38/62
	pageform39: 39/62
	pageform40: 40/62
	pageform41: 41/62
	pageform42: 42/62
	pageform43: 43/62
	pageform44: 44/62
	pageform45: 45/62
	pageform46: 46/62
	pageform47: 47/62
	pageform48: 48/62
	pageform49: 49/62
	pageform50: 50/62
	pageform51: 51/62
	pageform52: 52/62
	pageform53: 53/62
	pageform54: 54/62
	pageform55: 55/62
	pageform56: 56/62
	pageform57: 57/62
	pageform58: 58/62
	pageform59: 59/62
	pageform60: 60/62
	pageform61: 61/62
	pageform62: 62/62


